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◆主な記事◆
◎アニメーションフェスティバル

　２００４ i n杉並 ………………… １・１２面

◎税の申告はお早めに …………２～３面

◎路上禁煙地区が拡大します ………４面
平成１６年  1 ／ 21 NO.1665

古紙配合率１００％再生紙を使用しています

◆２月の各種健康相談◆
和泉保健センター
（和泉４‐５０‐６）
�３３１３‐９３３１

上井草保健センター
（上井草３‐８‐１９）
�３３９４‐１２１２

高円寺保健センター
（高円寺南３‐２４‐１５）

�３３１１‐０１１６

高井戸保健センター
（高井戸東３‐２０‐３）
�３３３４‐４３０４

荻窪保健センター
（荻窪５‐２０‐１）
�３３９１‐００１５

１２・２６日
午前９時～１０時３０分

３・１７日
午前９時～１０時３０分

３・１７日
午前９時～１０時３０分

１２・２６日
午前９時～１０時３０分

１３・２７日
午前９時～１０時３０分

健康相談（検査は有料）
直接会場へ

９日
午後１時１５分～２時

２５日
午前９時～１０時

２６日
午前１０時～１０時３０分

６日
午後１時１５分～３時

１２日
午前９時１５分～１０時

子育てに関する相談（計測）・
子育て交流

５・１２・１９・２５日２・９・２３日４・１８・２５・３月３日４・１０・１８・２５日
母親学級…母子健康手帳を
持って直接会場へ 午後１時３０分～４時（荻窪保健センターの１０・１８日、高井戸保健センターの１８日・高円寺保健センターの９日・

上井草保健センターの１２日は午後１時～、上井草保健センターの２５日は午前９時３０分～）
１９日（事前申込制）１６日（事前申込制）２５日（事前申込制）１８日（事前申込制）

パパ・ママ学級
午後１時３０分～４時（荻窪保健センターは午後１時～）

１９日午後１時３０分～
３時

１９日午前１０時３０分～
１１時３０分

１３日午後１時３０分～
３時３０分

５日
午前１０時３０分～正午

４日
午前１０時～正午

離乳食講習会（無料）
直接会場へ

９日午後１時１５分～２時３０分
１６日午前９時～１０時３０分　

４日午後１時１５分～２時３０分
２５日午前９時～１０時３０分

１０・２４日
午前９時～１０時３０分

９・１８・２３日
午前９時～１０時３０分

１３・２７日
午前９時～１０時３０分

乳幼児歯科相談（無料）
初診に限ります

１４日�午後１時～３時３０分　杉並区歯科医師会（阿佐谷南３‐３４‐３）　問い合わせは、�３３９３‐０３９１へ歯の健康相談（無料）

５日午後１時３０分～５日午後１時３０分～２７日午後１時３０分～
５・１９日午後１時３０分～
２６日午前９時３０分～

４日午後１時３０分～痴呆相談（無料）…電話予約

１９日午後１時３０分～２３日午後１時３０分～６・１３日
午後１時３０分～

１９日午後１時３０分～
２５日午後２時～精神保健相談（無料）…電話予約

（注）１．杉並区に転入し、妊婦・乳幼児健診受診票、予防接種予診票が必要な方は、各保健センターまたは区役所１階保健福祉相談窓口へ。２．高円寺保健セ
ンターでは２０日�午後１時３０分から酒害相談（無料）も行います（要電話予約）。３．歯科相談は、各保健センターで行っています（要電話予約）。

急病診療のご案内
※まず、電話で確認！ 保険証を忘れずに

歯科休日急病診療所（荻窪５‐２０‐１杉並保健所内）

�３３９１‐１５９９

�３３９８‐５６６６

休日等夜間急病診療所（荻窪５‐２０‐１杉並保健所内）

東京都保健医療情報センターひまわり   �５２７２‐０３０３　　
東京消防庁災害救急情報センター  �３２１２‐２３２３

２４時間
受　付（ ）

調 剤 薬 局 �３３９１‐５５３９
日曜・祝日：午前９時～午後５時【歯　科】

平日：午後７時３０分～午後１０時３０分
（受付は午後１０時まで）

土曜日：午後１時～午後１０時 （受付は午後９時３０分まで）
 （耳鼻咽喉科のみ、午後１時～午後５時は輪番の医院にて）
日曜・祝日：午後５時～午後１０時 （受付は午後９時３０分まで）
 （午前９時～午後５時は輪番の医院にて）

【小児科】

【内科・小児科・外科・耳鼻咽喉科】

アニメ体験コーナー（３階８～１０集会室）
　プロのアニメーターの指導による、パラパラアニメや
クレイ（粘土）アニメのワークショップ（体験講習）です。

指 導 協 力時　間内　　　容

白組・�セルシス午前１０時
～午後５
時

クレイアニメ体験コー
ナー～始めて５分でア
ニメ完成�～

オープロダクションパラパラアニメ・驚き
盤を作ってみよう

シンポジウム（２階視聴覚室）
　変革するアニメ制作現場と人材を供給する教育機関の
相互の現状を明確にするとともに、今後の人材育成、制
作現場と教育機関の連携について議論します。（協力＝コ
ミュニティーサポーターズ）

出演者など時　間内　　　容
コーディネーター＝東
京工科大学・三上浩司
／パネリスト＝�プロ
ダクションＩ．Ｇ・安芸
淳一郎、�テレコムア
ニメーションフィル
ム・竹内孝次、日本工
学院専門学校・佐藤充

午後１時
３０分～４
時３０分

デジタル時代のアニメ
人材教育
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懐かしのアニメ上映会（ホール）
上 映 協 力上映時間内　　　容

瑞鷹�午前１０時～
１１時５０分

「アルプスの少女ハ
イジ」（１９７９年劇場版）

東映アニメーション
�・東映�

正午～午後
１時５分

「サイボーグ００９」
（１９６６年劇場版）

トムス・エンタテイ
ンメント東京支店東
京ムービー事業本部

午後３時～
４時４０分

「ルパン三世　カリ
オストロの城」

上映とトークショー（ホール）
　「おじゃる丸」の大地丙太郎監督とアニメーション作家の片山雅
博さんのトークショーを交えながら上映します。

出 演 者 な ど時　　間内　　　　容

ゆめ太カンパニー午後５時～
５時４５分

「アニメーション制作進行くろ
みちゃん２」（字幕付き上映）

出演＝アニメーション監
督・大地丙太郎、アニメー
ション作家・片山雅博／ゲ
スト＝俳優・安原麗子、タ
レント・市川三恵子、作曲
家・安部純�上映作品＝「ま
かせてイルカ（予告）」、「十
兵衛ちゃん２オムニバス」

午後６時～
８時

「日本のアニメは私がつ
くる�２」～大地丙太郎が
ほえる
※一部字幕付き上映（手話
　通訳・要約筆記がつきま
　す）

【開催日】１月３１日（ 土 ）・２月１日（ 日 ）
【会　場】セシオン杉並（梅里１‐２２‐３２）
【費　用】無料
【申込み】当日、直接会場へ
　��������	
�����

――問い合わせは、経済勤労課産業振興担当へ。
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●　●　●　宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設ガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド宿泊施設ガイド　●　●　●
民営化施設（民間事業者が経営しています。予約、問い合わせは各申込先へ）　

弓ケ浜クラブ富士学園ホテル・コニファ
ーいわびつ

湯　の　里
「杉菜（すぎな）」新施設名称

（杉並区立弓ケ浜学園）（杉並区立富士学園）（すぎなみ自然村）（湯河原すぎなみ荘）旧施設名称
５８１９‐５５１２

（午前１０時～午後５
時、土曜・日曜・祝日
を除く）

３２６３‐１５９０
（午前１０時～午後６
時、土曜・日曜・祝日
を除く）

０２７９‐６８‐５３３８
（午前９時～午後８
時、年中無休）

０１２０‐４６５‐００２
０４６５‐６２‐４８０５

（午前９時～午後８
時、年中無休）

電話番号
（受付時
間）

申
込
先

５８１９‐５４４０３２６３‐５３９２０２７９‐６８‐５４１７ファクス
区民・一般区民・一般区民・一般一般区民料金区分

キャンペーン中
につき通常７０００
円のところ３月
３１日まで５０００円

６４００円

～３月
１８日冬
期割引
料金

６６００円８０００円７６００円大　人
平
日宿

泊
料
金
（
税
抜
き
）

５５００円５７００円５３００円子ども

キャンペーン中に
つき３月２１日まで
の金～日は５５００円

８６００円～９０００円８６００円大　人休
前
日 ７０００円～６７００円６３００円子ども

利用人数により、宿泊料金が変わる場合もあります。上記宿泊料金に対して、区民（区内
在住者）の方には２０００円（６５歳以上または障害者には３０００円）の宿泊補助が適用されます
（消費税は宿泊補助前の宿泊料金に対してかかります）。また、利用日の一週間前からの
変更、取消はキャンセル料がかかる場合があります。

宿泊開始日の６カ月前の日申込開始日

（注）１．区からの宿泊補助の適用を受けるためには、免許証・杉並区民証・健康保険証・障害者手
帳など区内在住の証明になるもの（コピー可）を現地施設で提示のうえ、書類に記入して
ください。（お持ちいただけない時は、宿泊補助は適用されません。また、払い戻しはいた
しません）。２．富士学園は小学生以上に、弓ケ浜クラブは５歳以上に宿泊料金が適用され
ます。３．宿泊の予約は、申込先に直接ご連絡ください。ファクスは予約可否の返信をしま
す。なお、近畿日本ツーリスト区役所内店では宿泊予約は受け付けません。４．季節により
宿泊料金が上記と異なる日があります。詳細については申込先にお問い合わせください。
（富士学園・弓ケ浜クラブは、学校優先使用のためご利用いただけない日もあります）５．各
施設のパンフレットは区役所、区民事務所・分室、駅前事務所、地域区民センター、区民集
会所にあります。

直営施設
休館日申　  込　  方　  法料　金施　　　設

３月１０日

３月の利用申し込み
　研修使用日以外は、２月１０日から使
用日の前日まで、電話または区役所内
窓口で受け付けます。なお、２月１０日は
電話のみの受付（受付順）となります。 
　予約の取れた方には使用承認書をお
送りします。この承認書は忘れずに現
地施設にご持参ください。利用料金な
どは現地施設でお支払いください。

１泊２食
大　人４４００円
子ども２７００円

教職員研修所「秋川荘」
（あきる野市五日市）
�０４２‐５９６‐０６９３
※予約は、下記近畿日本
ツーリスト区役所内
店まで

秋川荘予約・問い合わせ先＝近畿日本ツーリスト区役所内店（〒１６６‐８５７０阿佐谷南１‐１５
‐１）�３３１２‐６４３１（直通）へ（午前８時３０分～午後５時。土曜・日曜、祝日は除く）。

会場案内
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サード

▲それいけ！アンパンマン

ファミリー・子ども向けアニメ上映会（ホール）
上 映 協 力上映時間内　　　　容

杉並アニメ振興協議
会

午前１０時１０
分～１１時

「サヨナラ、みどりが池～飛
べ！凧（たこ）グライダー
！」※制作過程の解説付き

トムス・エンタテイン
メント東京支店東京
ムービー事業本部

午前１１時２０
分～午後０
時２０分

「それいけ！アンパンマン
　リリカル★マジカルまほ
うの学校」

新作プロモーション上映会（ホール）
　新作アニメや最近の画期的なアニメ作品を、トークショーを
交えながら上映します。

上映協力時　　間内　　　　容

Ｐ- ｄ ｄ�午後６時～
８時

「エポックメイキングアニメ
　アップルシード」「ＳＤガ
ンダム」「ＣＡＳＳＨＥＲＮ
（キャシャーン）」など（予定）

�
ル
パ
ン
三
世

�
サ
イ
ボ
ー
グ
０
０
９

１月３１日１ 月３１日��

�大地　丙太郎

▲アニメーション制作進
行くろみちゃん２ �

�
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　アニメ制作現場のデジタル化が進む中、失われつつある手作業
時代の制作現場の再現やアニメの歴史を紹介します。
　 １月１３日�～２月１日�（日曜休館、２月１日は開館）午前１０
時～午後５時（入館は午後４時３０分まで）  女子美術大学美術館
ガレリアニケ（和田１‐４９‐８女子美術大学杉並校舎２号館１階）
 無料 当日、直接会場へ 女子美術大学�５３４０‐４５００㈹

時

場

費 申 問

※セシオン杉並と両方に来場したスタンプラリー参加者（先着
１０００名）に、オリジナルグッズ（「スチームボーイ」３Dカード）プ
レゼント！（引き換え場所＝セシオン杉並・受付）

かさなる手わざ
アニメーションの世界展

��������

○Ｃ やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV　○Ｃ モンキー・パンチ／TMS・NTV　○Ｃ 東映アニメーション　○Ｃ 瑞鷹　○Ｃ 大地丙太郎・渡辺はじめ・ゆめ太カンパニー

▲アルプスの少女ハイジ

両

日

開

催

両　

日　

開　

催

アニメスタジオ・セシオン（１階展示室）

１月３１日�・２月１日�午前１０時～午後５時

　区内のアニメ制作スタジオを再現します。スタジオの雰囲気を
お楽しみください。また、明日のクリエーターをめざす人にベテ
ランクリエーターのインタビュービデオを放映します。
　出演＝オープロダクション社長・村田耕一�撮影＝Ｐ‐ｄｄ�
�監修＝アニメーション作家・片山雅博
※５．１ch対応（６つのスピーカーを組み合わせて映画館のような
　臨場感が味わえる音響システム）の作品の上映会を行います。
※ホールで上映する作品の紹介をします。
　（機材提供＝富士通�）

アニメ･マンガ・声優進学相談会
（地下１階体育室）

１月３１日�午前１１時～午後５時／２月１日�午前１０時～午後４時

　アニメ・マンガ・ゲーム・声優・演劇の進学相談会を行います。ま
た、「アニメ・マンガ・ゲームキャラクターコンテスト」として、首都
圏の高校生から公募したオリジナルアニメキャラクター、ゲーム
キャラクター、マンガキャラクター作品を展示します。

参加予定校＝東京工芸大学、阿佐ケ谷美術専門学校、東京・ＩＴ会計専
門学校、専門学校東京ＩＴ・会計２１、専門学校日本スクールオブビジネ
ス、専門学校日本スクールオブビジネス２１、専門学校東京デザイナー学
院、専門学校東京ビジュアルアーツ、東放学園専門学校、東放学園映画
専門学校、東放学園音響専門学校、専門学校東京アナウンス学院、専門
学校東放ミュージックカレッジ、日本電子専門学校、東京デジタルテク
ニカル専門学校、日本工学院専門学校、日本工学院八王子専門学校、専
門学校日本デザイナー学院、日本写真芸術専門学校、専修学校マルチメ
ディアアート学園、代々木アニメーション学院（協力＝さんぽう）

杉並浴場組合コーナー
（１階展示室）

１月３１日�・２月１日�
午前１０時～午後５時

　区内の銭湯８カ所で実施した「銭湯
でアニメ上映」など、杉並浴場組合の
様々な活動をパネルで紹介します。

模擬店（中庭）

１月３１日�・２月１日�
午前１０時～

　学校教育コーディネーターが担当
します。

人口と世帯
住
民
登
録

人口／５１万２４７０人（３７８減）
　男　／２４万８１５０人（２０４減）
　女　／２６万４３２０人（１７４減）
世帯／２７万５５０８　（２０５減）

外
国
人
登
録

人口／　　　９１７９人（１３２減）
　男　／　　５７０９人（５６減）
　女　／　　５６４８人（７６減）
世帯／　　９１７９　（１１５減）

１６年１月１日現在、（　）は前月比
総人口／５２万３８２７人（５１０減）

２
月
１
日

２
月
１
日
��
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〈広報すぎなみ発行日〉…毎月１日・１１日・２１日

平成１６（２００４）年１月２１日（水曜日）

【凡例】 ＝日時　 ＝場所　 ＝内容　 ＝講師　 ＝対象　 ＝定員　 ＝参加費　 ＝申し込み　 ＝問い合わせ　 ＝その他時 場 内 師 対 定 費 申 問 他

〈申告書の提出〉
提　出　先受付期間申　告

杉並税務署・荻窪税務
署（提出は、お住まい
の管轄の税務署へ）。２
月２２日�・２９日�は申
告書用紙の配布、申告
書作成のアドバイスと
受付のみを行います

２月１６日�～
　　３月１５日�
（還付申告は窓
口受付期間前で
も受け付けてい
ます）

所得税の確定
申告

１月５日�～
３月３１日�

個人事業者の
消費税および
地方消費税

２月２日�～
３月１５日�

贈与税の申告

区役所課税課（区役所
東棟２階）、区民事務
所・分室、駅前事務所
（作成済み申告書をお
預かりします。申告相
談は行っていません。
申告相談は課税課へお
問い合わせください）

個人住民税の
申告（確定申
告をする方は
不要）

杉並都税事務所
個人事業税の申告（確定申告ま
たは個人住民税の申告をする
方は不要）

※１．受付期間内の土曜・日曜・祝日は休みです（ただし駅前事
務所は土曜日、第１・第３日曜日も受け付けます）。２．郵送ま
たは投かん箱を利用する場合で、申告書の控に収受印が必要
な方は、申告書控のほか、送付先を書いて切手をはった返信
用封筒を必ず同封してください。３．申告書は、提出用・控と
も、必ずボールペンなどでご記入ください。

〈税務署の管轄区域〉
荻窪税務署杉並税務署

天沼　井草　今川　荻窪　
上井草　上荻　久我山　清
水　下井草　松庵　善福寺
西荻北　西荻南　本天沼　
南荻窪　宮前　桃井

阿佐谷北　阿佐谷南　和
泉　梅里　永福　大宮　
上高井戸　高円寺北　高
円寺南　下高井戸　高井
戸西　高井戸東　成田西
成田東　浜田山　方南　
堀ノ内　松ノ木　和田
※申告は、お住まいの管轄の税務署にお願いします。

◎
申
告
が
必
要
な
の
は

▼
区
内
に
住
所
が
あ
る
方

　

た
だ
し
、
次
の
�
〜
�
に
該

当
す
る
方
は
、
申
告
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

�
確
定
申
告
を
し
た
方

�
昨
年
の
所
得
が
給
与
所
得
の

み
で
、
勤
務
先
で
年
末
調
整
を

受
け
、
給
与
支
払
報
告
書
が
区

に
提
出
さ
れ
て
い
る
方

�
昨
年
の
所
得
が
公
的
年
金
等

の
み
で
、
公
的
年
金
等
支
払
報

告
書
が
区
に
提
出
さ
れ
て
い
る

方�
昨
年
の
合
計
所
得
金
額
が
、

三
五
万
円
×
（
控
除
対
象
配
偶

者
＋
扶
養
親
族
の
数
＋
一
）
＋

二
四
万
円
以
下
の
方
（
二
四
万

円
の
加
算
は
控
除
対
象
配
偶
者

ま
た
は
扶
養
親
族
が
い
る
方
の

場
合
の
み
。税
制
改
正
に
よ
り
、

　

年
度
住
民
税
か
ら
二
二
万
円

１６に
引
き
下
げ
ら
れ
る
予
定
で

す
）

※
�
ま
た
は
�
に
該
当
す
る
方

で
も
、
非
課
税
証
明
書
を
必

要
と
す
る
方
な
ど
は
、
申
告

が
必
要
で
す
。

※
給
与
所
得
の
み
の
方
で
、
雑

損
控
除
・
医
療
費
控
除
・
寄

附
金
控
除
な
ど
を
受
け
よ
う

と
す
る
方
、
公
的
年
金
の
収

入
の
み
の
方
で
社
会
保
険
料

控
除
・
生
命
保
険
料
控
除
・

損
害
保
険
料
控
除
・
配
偶
者

特
別
控
除
・
扶
養
控
除
・
雑

確定申告書 投  函 箱を設置します
とう かん

２月１６日�～３月１５日�

▲

区課税課（区役所東棟２階）：平日の午前８時３０分～午
後５時
　給与所得または年金所得のみの方に対する還付申告書
の窓口受付も行っています。▲
荻窪駅前事務所（荻窪駅前ビル３階）：午前８時３０分～午
後７時（土曜日、第１・第３日曜日は午後５時まで）
※窓口での受付・申告相談は行っていません。
※作成済み申告書をお預かりします。控に収受印が必要な方は、
控のほか切手をはった返信用封筒（送付先を記入したもの）を
同封してください。

〈三税共同説明会〉
会　　　　　　　　場月　日

セシオン杉並（梅里１‐２２‐３２）１月２９日� 西荻地域区民センター（桃井４‐３‐２）
高井戸地域区民センター（高井戸東３‐７‐５）　　３０日� 久我山会館（久我山３‐２３‐２０）
産業商工会館（阿佐谷南３‐２‐１９）２月２日� 井草地域区民センター（下井草５‐７‐２２）

※１．時間は、いずれも午後１時３０分～３時３０分。２．譲渡所得のあ
る方は、ご遠慮ください。

〈税理士会による無料申告相談〉
会　　　　　場月　　　日

�東京税理士会杉並支部
永福和泉地域区民センター（和泉３‐
８‐１８）２月１６日�～１８日�

方南会館（和泉４‐４２‐５）　　１９日�
セシオン杉並　　１９日�・２０日�
高井戸地域区民センター　　２３日�～２５日�
東京税理士会杉並支部（阿佐谷南３‐
１‐３３サンアサガヤビル２０１）３月１日�～６日�

�東京税理士会杉並支部・荻窪支部共催
区役所１階ロビー（阿佐谷南１‐１５‐
１）

２月１６日�～１８日�
３月１日�～５日�
�東京税理士会荻窪支部

久我山会館２月１６日�～１９日�
３月１日�～３日�

西荻地域区民センター２月２３日�・２４日�
東京税理士会荻窪支部（天沼３‐６‐
６吉田ビル２階）

２月２３日�～２７日�
３月１日�～５日�

荻窪地域区民センター（荻窪２‐３４‐
２０）２月２４日�・２５日�

井草地域区民センター３月２日�・３日�

西荻南区民集会所（西荻南３‐５‐２３）　　３日�・４日�

宮前分室（宮前５‐５‐２７）　　４日�・５日�
荻窪タウンセブン８階（上荻１‐９‐
１）　　８日�

※１．時間は、いずれも午前９時３０分（荻窪タウンセブンは午前１０時）
～午後３時３０分（午前１１時３０分～午後１時を除く）２．小規模事業
者の方を対象としています。還付申告相談もできます。３．譲渡所
得のある方、住宅借入金等特別控除を受ける方、税理士に依頼し
ている方は、ご遠慮ください。

◆個人住民税については

　区課税課　〒１６６‐８５７５阿佐谷南１‐１５‐１　�３３１２‐２１１１（区代表）
◆事業税については

　杉並都税事務所　〒１６６‐８５０２成田東５‐３９‐１１　�３３９３‐１１７１
※法人の住民税（東京２３区の場合）は、都税事務所へ。

◆所得税・贈与税・個人事業者の消費税などについては

　杉並税務署　〒１６６‐８５０１成田東４‐１５‐８ ����� �３３１３‐１１３１
　荻窪税務署　〒１６７‐８５０６天沼３‐１９‐１４ ������ �３３９２‐１１１１
　税務相談室　〒１６４‐８５６６中野区中野４‐９‐１５ ��� �３３８８‐２２８１
　東京国税局税務相談室 �������������� �３８２１‐９０８０

※車での来署はご遠慮ください。杉並税務署へは、便利な南北バスすぎ丸をご利用ください。

　

介
護
保
険
料
、
介
護
保
険
サ

ー
ビ
ス
利
用
料
の
一
部
と
お
む

つ
に
か
か
っ
た
費
用
は
税
金
の

控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

保
険
料

　

１
月
か
ら　

月
の
一
年
間
に

１２

支
払
っ
た
保
険
料
は
、
全
額
、

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
に
な

り
ま
す
。

　

支
払
っ
た
額
は
次
の
も
の
で

確
認
で
き
ま
す
。

▼
年
金
か
ら
保
険
料
を
引
か
れ

て
い
る
方
（
特
別
徴
収
）
＝
社

会
保
険
庁
ま
た
は
共
済
組
合
か

ら
送
ら
れ
る
「
源
泉
徴
収
票
」

▼
納
付
書
で
お
支
払
い
の
方

（
普
通
徴
収
）＝
保
険
料
の「
領

収
証
書
」

▼
口
座
振
替
の
方（
普
通
徴
収
）

＝
区
か
ら
お
送
り
し
た
「
介
護

保
険
料
口
座
振
替
済
の
お
知
ら

せ
」（
１
月　

日
に
お
送
り
し
ま

２３

す
）

　
 

介
護
保
険
課
資
格
保
険
料

係サ
ー
ビ
ス
利
用
料

　

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
と
き

の
自
己
負
担
額
は
、
サ
ー
ビ
ス

の
種
類
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の

一
部
ま
た
は
全
部
が
医
療
費
控

除
の
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。（
下
表
）

※
申
告
に
は
領
収
証
が
必
要
で

す
。
申
告
に
使
う
領
収
証
に

は
、次
の
記
載
が
必
要
で
す
。

▼
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
場
合

・
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
ケ
ア

プ
ラ
ン
）
を
作
成
し
た
介
護
支

援
事
業
者
名

・
医
療
費
控
除
対
象
金
額

▼
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
場
合

・
施
設
の
種
類

・
医
療
費
控
除
対
象
金
額

　
 

介
護
保
険
課
給
付
係
／
領

収
証
に
つ
い
て
は
、
各
事
業
者

へ
問問

お
む
つ
に
係
る
費
用

　

介
護
保
険
の
認
定
（
申
請
中

を
含
む
）を
受
け
て
い
る
方
は
、

医
師
の
証
明
書
の
か
わ
り
に
区

の
発
行
す
る
確
認
書
で
医
療
費

控
除
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

▼
対
象
（
次
の
�
と
�
の
要
件

を
満
た
し
て
い
る
方
）

�
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を

受
け
る
の
が
二
年
目
以
降
で
あ

る�
寝
た
き
り
状
態
で
尿
失
禁
が

あ
る

　
 

介
護
保
険
課
認
定
係
ま
た

は
課
税
課

問

〈介護保険と税金　サービスの種類〉
医療費控除の
対象になる額サ ー ビ ス 名

利用者負担額の全額が控除
の対象になります

�居宅療養管理指導�訪問看護�訪
問リハビリテーション�通所リハビ
リテーション�短期入所療養介護（医
療施設でのショートステイ）

居
宅
サ
ー
ビ
ス

�～�のいずれかのサービ
スと同じ月に合わせて利用
した場合に、利用者負担額
の全額が控除の対象になり
ます

�訪問介護（身体介護が中心の場合・
通院等乗降介助、１５年３月までで廃止
された複合型介護）�訪問入浴介護�
通所介護�短期入所生活介護（特別養
護老人ホームでのショートステイ）

利用者負担額と食費の全額
が控除の対象になります

介護老人保健施設（老人保健施設）、
介護療養型医療施設（療養病床）

施
設
サ
ー
ビ
ス

利用者負担額と食費のそれ
ぞれ半額が控除の対象にな
ります

介護老人福祉施設（特別養護老人ホー
ム）

※�～�については、支給限度基準額を超えて利用した費用も控除の対象にな
ります。�～�については、支給限度基準額を超えて利用した費用は控除の
対象になりません。

◎
申
告
は
正
し
く
、納
税
は
期

限
内
に

　

今
年
も
確
定
申
告
の
時
期
に

な
り
ま
し
た
。
毎
年
、
確
定
申

告
期
に
は
多
数
の
来
署
者
が
あ

り
ま
す
。
特
に
３
月
に
入
る
と

大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
申
告

書
は
自
分
で
書
い
て
早
め
の
提

出
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

申
告
す
れ
ば
税
金
が
戻
る
方

の
申
告
書
は
、
２
月　

日
以
前

１３

で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

申
告
の
際
は
、
医
療
費
の
支

払
金
額
な
ど
集
計
が
必
要
な
も

の
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め

集
計
の
う
え
、
お
越
し
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
印
鑑
・
計
算
器
具

（
電
卓
な
ど
）・
ボ
ー
ル
ペ
ン
を

忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◎
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

所
得
税
の
確
定
申
告
書
の
作
成

（
検
算
）
が
で
き
ま
す

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t

tp
://w
w
w
.n
ta
.g
o
.jp

）
の

「
所
得
税
の
確
定
申
告
書
作
成

コ
ー
ナ
ー
」
で
作
成
（
プ
リ
ン

ト
ア
ウ
ト
）
し
た
申
告
書
は
、

税
務
署
に
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。二
四
時
間
い
つ
で
も
、

簡
単
に
自
分
の
申
告
書
を
作
成

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。　

◎
提
出
は
郵
送
で

　

作
成
済
の
申
告
書
な
ど
は
、

税
務
署
に
郵
送
で
提
出
で
き
ま

す
（
封
筒
裏
面
に
住
所
、
氏
名

を
忘
れ
ず
に
お
書
き
く
だ
さ

い
）。

◎
確
定
申
告
が
必
要
な
方

▼
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
の

あ
る
方
な
ど
で
、　

年
中
の
所

１５

得
金
額
が
、
扶
養
・
配
偶
者
・

基
礎
控
除
な
ど
の
所
得
控
除
の

合
計
額
を
超
え
る
方

▼
給
与
所
得
者
で
次
の
要
件
に

該
当
す
る
方

�　

年
中
の
給
与
収
入
が
二
〇

１５
〇
〇
万
円
を
超
え
る
方

�
給
与
を
二
カ
所
以
上
か
ら
受

け
て
い
る
方

�　

年
中
の
給
与
所
得
や
退
職

１５
所
得
以
外
の
所
得
金
額
の
合
計

額
が
二
〇
万
円
を
超
え
る
場
合

な
ど

▼
譲
渡
所
得
が
あ
る
方

　
　

年
中
に
土
地
・
建
物
な
ど

１５
の
不
動
産
を
売
っ
た
方
、
ゴ
ル

フ
会
員
権
な
ど
の
資
産
を
売
っ

た
方
は
、
譲
渡
所
得
に
つ
い
て

確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
株
式
な
ど
の
有
価
証

券
を
売
っ
た
方
は
、　

年
分
よ

１５

り
原
則
と
し
て
、
確
定
申
告
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

◎
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

誤
っ
た
申
告
書
を
提
出
す
る

と
、
還
付
手
続
が
遅
れ
た
り
、

後
日
、
加
算
税
な
ど
が
賦
課
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
く
れ

ぐ
れ
も
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
特
に
誤
り
の
多
い
事
例

�
生
命
保
険
契
約
な
ど
の
満
期

時
に
受
け
取
る
一
時
金
（
一
時

所
得
）
の
申
告
も
れ

�
配
偶
者
控
除
、
扶
養
控
除
等

の
適
用
誤
り

　

配
偶
者
・
扶
養
親
族
に
年
間

三
八
万
円
（
給
与
収
入
金
額
一

〇
三
万
円
）
を
超
え
る
所
得
金

額
が
あ
れ
ば
、
そ
の
方
を
配
偶

者
控
除
、
扶
養
控
除
の
対
象
と

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

�
老
年
者
控
除
、
配
偶
者
特
別

控
除
の
適
用
誤
り

　

合
計
所
得
金
額
が
一
〇
〇
〇

万
円
を
超
え
た
方
は
、
老
年
者

控
除
、
配
偶
者
特
別
控
除
は
適

用
で
き
ま
せ
ん
。

�
還
付
申
告
に
係
る
必
要
書
類

の
添
付
も
れ

　

給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
や

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
必

要
書
類（
登
記
簿
謄
本（
抄
本
）、

住
民
票
、
借
入
金
の
年
末
残
高

証
明
書
な
ど
）
は
、
必
ず
申
告

書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

◎
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

▼
申
告
が
必
要
な
方

�　

年
中
（
基
準
期
間
）
の
課

１３
税
売
上
高
が
三
〇
〇
〇
万
円
を

超
え
る
事
業
者

�
「
消
費
税
課
税
事
業
者
選
択

届
出
書
」
を
提
出
し
た
事
業
者

▼
申
告
・
納
付
期
限
＝
３
月　
３１

日
�

◎
贈
与
税

▼
申
告
が
必
要
な
方

　
　

年
中
に
、個
人
か
ら
土
地
、

１５
建
物
・
現
金
・
株
式
な
ど
で
、

年
間
一
一
〇
万
円
を
超
え
る
財

産
の
贈
与
を
受
け
た
方
は
、
贈

与
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
相
続
時
精
算
課
税
の

適
用
を
受
け
る
方
は
、「
相
続
時

精
算
課
税
選
択
届
出
書
」
お
よ

び
必
要
書
類
を
申
告
書
に
添
付

し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。　

▼
受
付
期
間
＝
２
月
２
日
�
〜

３
月　

日
�
、
納
付
期
限
＝
３

１５

月　

日
�

１５
◎
納
税
は
便
利
な
口
座
振
替
で

　

申
告
所
得
税
、
個
人
事
業
者

の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

の
納
税
に
は
、
口
座
振
替
が
安

心
・
便
利
で
す
。

　

新
た
に
口
座
振
替
を
希
望
す

る
場
合
に
は
、
預
貯
金
先
の
金

融
機
関
、
郵
便
局
ま
た
は
税
務

署
に
「
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼

書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
所
得
税
の
納
税
証
明
書
の
請

求
　
　

年
分
の
納
税
証
明
書
（
そ

１５
の
２
…
所
得
金
額
用
）
の
交
付

が
早
急
に
必
要
な
方
は
、
申
告

書
提
出
の
と
き
に
、
納
税
証
明

書
の
交
付
を
申
し
出
て
く
だ
さ

い
。

　

申
告
書
を
提
出
し
て
し
ま
っ

た
後
で
、
納
税
証
明
書
を
申
請

さ
れ
た
場
合
、
交
付
ま
で
に
相

当
の
期
間
（
交
付
見
込
み
時
期

は　

年
４
月
中
旬
以
降
）
を
要

１６
し
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◎
ニ
セ
税
理
士
に
ご
注
意
を
！

　

税
理
士
資
格
の
な
い
者
が
、

税
理
士
業
務
を
行
う
こ
と
は
法

律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
税

金
に
つ
い
て
の
相
談
や
申
告
書

な
ど
の
作
成
は
、
必
ず
資
格
を

持
っ
て
い
る
税
理
士
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

◎
消
費
税
が
変
わ
り
ま
し
た

　
　

年
中
（
基
準
期
間
）
の
課

１５
税
売
上
高
が
一
〇
〇
〇
万
円
を

超
え
る
事
業
者
は
、　

年
分
の

１７

消
費
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

ご
利
用
の
際
に
は
、
税
務
署
か
ら
送
ら
れ
た
申
告
書
や
収
支
内
訳
書
な
ど
の
ほ
か
、
前
年
申
告
し
た
控
え
、

源
泉
徴
収
票
、
各
種
控
除
の
証
明
書
、
印
鑑
な
ど
を
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
な
お
、
車
で
の
来
場

は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
個
人
住
民
税
（
特
別
区
民
税
・
都
民
税
）
は
、
１
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て
、
前
年

の
所
得
に
対
し
て
そ
の
翌
年
に
課
税
し
ま
す
。　

―
―
問
い
合
わ
せ
は
、
課
税
課
へ
。

損
控
除
・
医
療
費
控
除
・
寄

附
金
控
除
な
ど
を
受
け
よ
う

と
す
る
方
は
、
区
に
申
告
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

▼
区
内
に
事
務
所
・
家
屋
敷
な

ど
が
あ
る
方

　

区
内
に
住
所
が
な
く
て
も
申

告
が
必
要
で
す
。
所
在
地
な
ど

の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

給
与
所
得
者
で
、
昨
年
の
給

与
所
得
以
外
の
所
得
の
合
計
額

が
二
〇
万
円
以
下
の
方
に
つ
い

て
は
、
確
定
申
告
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
が
、
個
人
住
民
税
の
申

告
は
必
要
で
す
。

住
民
税

住
民
税

（
区
役
所
）

所 得 税所　得　税
住 民 税住　民　税
個人事業税個人事業税

介
護
保
険
と
税
金

介
護
保
険
と
税
金

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

▲申告はお早めに

最
寄
り
の
説
明
・
相
談
会
場

�
ご
利
用
く
だ
さ
い

所
得
税

所
得
税

（
税
務
署
）

��������
������

◇特別区民税・都民税（普通徴収分）の納期

　２月２日�は、特別区民税・都民税（普通徴収

分）第４期分の納期限です。お近くの金融機関

（郵便局を含む）、区役所、区民事務所･分室、駅

前事務所でお納めください。なお納付には、安全

･便利な口座振替もご利用ください。

　 納税課

◇高齢者の障害者控除

　６５歳以上で、一定の障害がある方や寝たきりの

方は、申請により所得税・住民税の障害者控除な

どを受けられる場合があります。

　 各福祉事務所または課税課

問

問

申告期限３月１５日�




